
資料２―３ 

「競争的研究費の適正な執行に関する指針」（平成１７年９月９日 競争的資

金に関する関係府省庁連絡会申し合わせ。令和３年１２月１７日最終改正。）

別表２（抜粋） 

（別表２） 

不正行為に係る応募制限の対象者 

（４．） 
不正行為の程度 

応募制 

限期間 

 

不正行

為に関

与した

者（４． 

（２）） 

１．研究の当初から不正行 

為を行うことを意図していた

場合など、特に悪質な者 

 
 

１０年 

 

２．不正行

為があった

研究に係る

論文等の

著者 

当該論文等の

責任を負う著

者（監修責任

者、代表執筆

者又はこれら

のものと同等

の責任を負う

と認定された 

もの） 

当該分野の研究の進展へ

の影響や社会的影響が大

きく、又は行為の悪質性が 

高いと判断されるもの 

 

５～７年 

当該分野の研究の進展へ

の影響や社会的影響が小

さく、又は行為の悪質性が

低いと判断されるもの 

 

３～５年 

上記以外の著 

者 

 
２～３年 

３．１．及び２．を除く不正行

為に関与した者 

  

２～３年 

 

不正行為に関与していないものの、不

正行為のあった研究に係る論文等の

責任を負う著者（監修責任者、代表執

筆者又はこれらの者と同等の責任を

負うと認定された者）（４．（３）） 

当該分野の研究の進展へ

の影響や社会的影響が大

きく、又は行為の悪質性が 

高いと判断されるもの 

 

２～３年 

当該分野の研究の進展へ

の影響や社会的影響が小

さく、又は行為の悪質性が 

低いと判断されるもの 

 

１～２年 

 

（以上） 


